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答

弁

第

八

号 
   

衆
議
院
議
員
沢
田
広
君
提
出
企
業
会
計
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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総
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三 

 
衆
議
院
議
員
沢
田
広
君
提
出
企
業
会
計
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

貸
借
対
照
表
は
、
商
法(

明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号)

第
三
十
三
条
第
二
項
に
よ
り
、
会
計
帳
簿
に
基

づ
い
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
同
項
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
二
条
第

二
項
に
よ
り
、
公
正
な
会
計
慣
行
を
斟
酌
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
る
棚
卸
資

産
の
数
量
は
、
会
計
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
帳
簿
棚
卸
数
量
に
よ
る
が
、
帳
簿
棚
卸
数
量
と
実
地
棚
卸
数
量

と
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
地
棚
卸
数
量
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
。
棚
卸
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
法

第
三
十
四
条
第
一
号
又
は
第
二
百
八
十
五
条
ノ
二
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 

商
法
及
び
企
業
会
計
原
則(

昭
和
二
十
四
年
経
済
安
定
本
部
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査
会
中
間
報
告)

に
反
し 



四
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
と
お
り
、
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
に
関
す
る

規
則(

昭
和
三
十
八
年
法
務
省
令
第
三
十
一
号)
第
二
条
第
一
項
で
は
、｢

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
は
、

会
社
の
財
産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
明
瞭
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
は
、
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

た
処
理
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
会
社
の
取
締
役
が
商
業
帳
簿
に
つ
い
て

不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
は
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
四
百
九
十
八
条
第
一
項
第

十
九
号
及
び
有
限
会
社
法(

昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
八
十
五
条
第
一
項
第
十
号
）
ほ
か
、
こ
れ
に
よ

り
会
社
又
は
第
三
者
に
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
商
法
第
二

百
六
十
六
条
及
び
第
二
百
六
十
六
条
ノ
三
並
び
に
有
限
会
社
法
第
三
十
条
ノ
二
及
び
第
三
十
条
ノ
三
）
。 

四 

 




